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中国でもギグワークやフリーランスといった非正規労働が増加している。こういった働き方をする

就労者は２億人を超え、特に、フードデリバリーやライドシェアの運転手など、スマートフォンのア

プリケーションを通じて仕事を引き受ける者はおよそ 8,400万人（全就業者の 21％、2023年）に達し

ている。問題はその多くが社会保険に加入できておらず、セーフティネットの外に置かれている点に

ある。中国ではこの課題に対して、政府・当局・企業が一体となったサポート体制の構築が進められ

ている。 

 

今般、フードデリバリー最大手の美団が新たな措置を発表した。それは、福建省の泉州市と江蘇省

の南通市で働くドライバーを対象に、年金保険料の補助を支給するという実験的な取組みだ。補助支

給への参加はドライバー自身が決定し、美団に申請する形となっており、自由参加である。２市のド

ライバー数は 22,000 人で1、そのおよそ８割が対象となると見込まれており、ドライバーにとっては

大きな支援となる。 

 

補助支給の対象者は比較的給与の少ないドライバーとなる。条件としては直近６ヶ月の給与のうち

３ヶ月以上が、社会保険料の最低納付基準額（前年の当該地の在職職員の平均給与の 60％）2に達して

いない場合である。これまでも給与が社会保険料の最低納付基準以下であっても保険料は最低納付基

準に基づいて計算されており、所得の低い加入者が相対的により重い負担を強いられていた3。特に年

金保険料率はその他の社会保険と比べても高く、支払いが困難なドライバーも多かった。今回はその

 
1 美団によると、2024 年時点でのドライバー数は 745 万人（１年間のうち、１回でも受注をしたことがある人）としている。 
2 社会保険料の納付基準額には上限と下限が設けられており、上限は前年の当該地の在職職員の平均給与の３倍となって

いる。 
3 都市の会社員、非正規労働者を対象とした制度に加入する場合。農村部住民が加入する制度は予め設定された保険料

から選択して支払うことから、低い保険料の選択も可能である。 
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年金保険料に対して補助金を支給し、加入に対する心理的なハードルを下げ、老後の生活に対する準

備をサポートする措置となる。 

 

今回の措置では、美団から年金保険料の 50％が補助される。どれくらい支給されるのかを概算して

みると、例えば 2024年の泉州市の最低納付基準額は月額 4,433元（約 89,000円）であり、20％の保

険料率で支払うと、１人当たりの保険料は 886.6元（約 18,000円）となる。ドライバーはそのうち半

分の 443.3元（約 9,000円）を補助として受け取ることができる。 

中国の江西財経大学の調査では、南昌市のドライバーなど非正規雇用者を対象に負担可能な保険料

額が調査され、20％の保険料率を想定した場合、その金額は 635元とされた。美団はこういった調査

を参照しながら、ドライバーの年金保険料負担の心理的なラインを 500元と想定し、各地の最低納付

基準額を勘案した上で、補助金の支給基準を決定している。 

 

また、年金の加入場所（保険料をどこで積み立てるか）もドライバーが選択できるように配慮され

ている。美団によると、ドライバーのうち 81.6％が出稼ぎ労働者であることから、本籍地（戸籍地）

での加入と現在働いている勤務地での加入のいずれかを選べる仕組みとなっている。中国では年金制

度を都市ごとに運営しており、保険料が都市によって異なる点や制度間や都市間での移転手続きが煩

雑である。短期間で別の都市で働くケースや、現在は勤務地で働いているとしても年金を受給する老

後は本籍地に戻るといったケースを考慮し、ライフプランに合わせて選択できる柔軟な措置としてい

る。加えて、補助金の受給には勤務年数や業務量などの条件は設けられておらず、自由参加かつ給与

水準のみで判断される。美団はこの取組みを全国の対象地域、およそ 100万人に適用していくとして

いる。 

 

美団は社会保険への加入促進について３年前から取り組んでいる。主務官庁である民政部・人力資

源社会保障部や中華全国総工会などの政府機関に加えて、自社のドライバーの声を反映させるための

ドライバー会議とも連携しながら、ドライバーの日々の業務リスクをいかに軽減し、セーフティネッ

ト内に採り込むかを模索してきた。 

中国の社会保険には、医療・年金・労災・失業・介護（試行中）に加えて住宅補助金があり、企業

側の保険料負担が大きい制度設計となっている。業務を委託するプラットフォーム側と、アプリを通

じて単発・短期で仕事を請け負うドライバーの間には雇用契約が存在しないこと4、ドライバーも複数

のプラットフォームを活用して兼業をしていること、また、将来的に継続的な就労を前提としていな

いことが多い。これらの点からもプラットフォーム側がフルスペックの社会保険料を負担するのは難

しいと考えられた。よって、美団はドライバー会議と協議の上、ドライバーが最も必要とする労災・

年金・医療の３分野に重点を置いてサポートすることとなった。 

 

また、政府側もギグワーカーなどの非正規労働者の増加を受けて、新たな労災保険の試験的な導入

 
4 美団と直接雇用契約を結んでいるドライバー（従業員）の場合は、従来から運営されている社会保険に加入している。 



 

 

3｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2025-04-16｜Copyright ©2025 NLI Research Institute All rights reserved 

や年金制度の加入条件の緩和を進めている。ギグワークは新たな働き方であると同時に、経済成長の

減速や企業経営の悪化による失業、若年層の就職難の中で幅広い年齢層の雇用の受け皿ともなってい

るからである。 

例えば、2022 年からはギグワーカー専用の労災保険制度が 7 地域で試験的に導入されている5。こ

の制度では、プラットフォームが管轄地域ごとに、前月の受注件数に基づいて保険料を支払う仕組み

となっている。フードデリバリーでは１件あたり 0.06 元のリスク係数を用いて算出される6。付保対

象はプラットフォームに登録し、受注を受けたドライバー全員となる。給付は業務中の傷害・障がい・

死亡が対象となっており、都市の正社員や就労者を対象とした労災保険にある程度準じた給付内容と

なっている。美団はこの試験的な取組みに初期段階から参加しており、最大規模の 600万人の加入者

を抱えている。 

 

年金においても、非正規労働者を対象とした加入条件の緩和や保険料の負担軽減がはかられている。

従来、都市の会社員向けの年金制度では、その加入地での戸籍が必要であったが、非正規労働者につ

いては戸籍要件をなくし、勤務地での加入を可能とした。これはギグワーカーなどの非正規労働者の

多くが出稼ぎ労働であり、本籍地と勤務地が異なるからである。また、年金の保険料率については正

社員の場合、雇用主が 16％、従業員が８％の合計 24％であるが、非正規労働者の場合は 20％（実施

地域で異なる）に軽減している。 

しかし、それでも多くのギグワーカーにとって負担は重く、加入は進んでいなかった。美団の今回

の措置は、この非正規労働のケースでの加入（保険料率 20％）を前提にした支援制度であり、政府の

制度改革と連動した取組みとなっている。 

 

一方、こういった支援制度は多額のコストを伴うことになる。政府側の主導もうかがえるが、制度

の加入促進には民間の柔軟な対応も不可欠である。また、競争が激化する中で、プラットフォームの

安定運営と競争力の強化をはかる上でも、社会保険は美団にとって重要な戦略の１つであろう。美団

は、社会保険への加入を促進したい政府とドライバーを結び、社会保険の加入を後押しし、ドライバ

ーのリスク保障とエンゲージメント向上も果たしている。政府としても、このような取組みが他業種

にも波及することを期待している。 

 

 

 

 
5 「新就業形態就業人員職業傷害保障弁法（試行）」、試行都市は北京市、上海市、重慶市、江蘇省、広東省、海南

省、四川省の 3 市・４省。管轄している人力資源社会保障部によると、加入者は 1,000 万人を超えており、今後、試行地

域を 17 地域まで拡大する予定。 
6 都市の会社員を対象とする労災保険制度での保険料率は職種の危険度に応じて設定されている。 
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